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保護者様 

郡山市立大島小学校長 菊地 健児 

 

全国緊急事態宣言発令に伴う学校行事等の実施について 

  

 新型コロナウイルスの感染増加により、全国に緊急事態宣言が発令され、臨時休業が行われて

おります。本校では、新型コロナウイルスの感染を予防し、児童が安全安心な学校生活を送るこ

とを第一に考え、１学期の学校行事について下記のように実施していくこととします。例年実施

している行事が、例年のように実施できないことはとても残念ですが、工夫できるところは工夫

しながら対応して参ります。保護者の皆様には、何かとご心配なことも多いと思いますが、ご理

解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

【 １学期学校行事等の変更 】 

 

（１）運動会 ： 本校校舎の大規模改修工事が予定されており、校庭の一部が使用できなくな

ることから、１学期の運動会実施に向けて準備してまいりましたが、新型コロ

ナウイルス感染症の終息が見通せないこと、臨時休業に伴う授業時数の確保が

必要であることなどから、運動会は５月９日（土）には行わず、実施内容や方

法を変更して、２学期に延期とします。 

（５月１１日（月）は登校日となり、給食を実施します。） 

 

（２）家庭訪問 ： 面談による感染防止のため、家庭訪問を地域訪問とし、臨時休業期間中に

担任が児童の自宅の場所を確認させていただき、面談は実施いたしません。 

（なお、面談を希望される方は、持ち上がりの学級を含めて、予定していた家

庭訪問期間中（5/18～26）に実施しますので、担任にお申し出ください。） 

 

（３）修学旅行・体験学習 ： １学期実施予定から２学期に延期します。 

  ① 体験学習１年（5/22 予定 開成山公園）  ： ２学期に延期 

  ② 体験学習３年（6/16 予定 消防署等）   ： 11/17 に延期 

  ③ 体験学習４年（6/ 9 予定 浄水場等）   ： ２学期に延期 

  ④ 体験学習５年（6/23 予定 コミュタン福島）： ２学期に延期 

  ⑤ 修学旅行６年（6/12 予定 日光方面）   ： 10/12 に延期 

 

（４）給食 

  ① ５月 ７日（木）・８日（金）を弁当の日とします。（ゴールデンウィーク中に臨時休 

業が延長になった場合、対応できず食材が無駄になってしまうため） 

② ５月１１日（月）を、給食実施日とします。 

③ ６月９日（火）・２３日（火）を、給食実施日とします。（体験学習延期のため） 

 

（５）その他 

  ① 避難訓練（4/24 予定）    ： 登校再開後に短時間で実施 

  ② 交通安全教室（6/5,6/11予定）： 大人数が集まっての DVD 学習は行わない 

  ③ 鑑賞教室（6/15 予定 演劇）  ： ２学期に延期 


